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兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議 会 

兵庫県社会福祉事業経営相談室  

情報には万全を期しておりますが、ご利用いただく際には関係官庁などにお確かめの上、ご参考にしてください。当情

報を利用したことにより生じた被害や損害に関しては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

【Ｑ 減価償却の開始日】 

 

Ｑ.ある器具及び備品を６月１０日に購入、納品し、７月３１日から施設で使用開始

し、８月１０日に支払しました。購入初年度は減価償却を何ヵ月分計上することに

なりますか。 

 

Ａ 

年度の中途で取得した減価償却資産については、事業の用に供するときから月割

単位で減価償却することになっているので、設例の場合、７月から３月までの９ヵ

月間の減価償却を計上することになります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


